
3 款 1 項 14 目

18 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

635,862 635,862 635,862 635,862 635,862 3,179,310

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

相談支援給付 件 756 750 404 766
訓練等給付費利用延べ件数 件 1685 1700 889 1855
介護給付費利用延べ件数 件 2999 3000 1508 3014

項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 162,904 162,869 119,180 162,136

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

339,909
県支出金 159,005 158,522 0 165,916

人件費 2,545 2,573 1,286 2,573
国庫支出金 317,505 317,044 158,522

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.32 0.32 0.16 0.32
人件費単価 7,954 8,042 8,042

2,573
合計 0 638,435 277,702 667,961

事業費
直接事業費 636,869 635,862 276,415 665,388
人件費 2,545 2,573 1,287

改善策の
具体的

取り組み

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

障がいのある人々の自立を支援するために施行した、障害者自立支援法に基づく総合的な自立支援システム
のうち、「介護給付事業」「訓練等給付事業」を円滑に運営するための事務を行う。

事業の内容

サービスを必要とする者からの申請を受理し、障害程度区分認定審査を経て、受給資格及びサービス量を決
定していく。また、随時の変更・定期的な更新事務もあわせて行う。

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

相談員が利用計画の作成を代行することで、事業を利用しやすくなり、福祉の向上、自立につながっている
が、適正受給に向けて審査体制を確実なものとする。

事業の対象 市内障がい者（児）（一部市外在住の障がい者も含む）

根拠法令等
障害者総合支援法

予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
福祉施策の向上と充実

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 福祉課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

538
記入者情報 所属長： 渡辺 悦子 担当責任者： 大森 秀泰

事務事業名 介護給付費等支給事業



2二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断する。

意見、課題

課題認識

サービス利用に必要な計画相談支援やモニタリングが周知され、利用者に受け入れられ、多様なサービ
スが提供されるようになったが、相談員が障がい者や家族に関わる頻度が増えると、その世帯が抱える
生活全般の問題点が浮上し、サービスを提供しただけでは、解決できない事案が長期化し、相談員や職
員は疲弊してきている。障がい者が住む地域社会の近所づきあいの希薄化や障がい者家族の関係断絶
など、最悪の状態になる前に、関係機関に相談し、社会保障サービスに繋げる体制を継続していきたい。

二次評価

B成果向上の可能性 4
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率

課題認識

昨年に引き続き、６５歳以上の障がいサービス利用者は増加傾向にある。障がい者の権利を守りつつ、
丁寧に説明し、他法優先などの法制度を理解してもらう必要がある。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 4

B

4
受益者負担の適正 4

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

有効性
事業の効果 4

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 4

B市民ニーズへの対応 4
市の関与の妥当性 4

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率 4
受益者負担の適正 4

有効性
事業の効果 4

B成果向上の可能性 4

目　　標 5000 5450 5450 5450
実　　績 5440 5635 0 0

成果指標

成果指標
サービス利用延べ件数

指標設定の
考え方

サービスの利用により、障がい者本人及びその家族の生活の質の向上が図られるため。

区分年度 26年度 27年度 28年度 目標28年度



2
経営者会議の最終判断

事業の方向性
現状のまま継続する。

意見、課題

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


